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講師による身近な具体例を挙げての説明が分かりやすかった。

民法は自分で意識していなくとも身近なところにあり，知れば知るほど面白みがあると思った。

業務の背景・基礎となる法の考え方を学ぶことができた。

３日目
不法行為と損害賠償・家族法

（講義）
休憩

不法行為と損害賠償・家族法
（講義）
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民法総論
（自治体実務関係）

休憩
民法総論

（自治体実務関係）

民法上の契約行為・財産権
（講義）

休憩
民法上の契約行為・財産権

（講義）
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対象者

社会生活におけるルールを定める民法は，自治体職員が習得すべき基本的な法律の一つです。

当講座では，民法の諸原則を理解するとともに，自治体の実務に関わりが深い部分について学

びます。

また，事例や判例の研究を通して，実務における私法上の諸問題に的確に対応できる能力の向

上を図ります。

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 民法を基礎から学びます。

■ 民法の諸原則への理解を深めます。

■ 業務における私法上の諸問題に対応する能力の向上を図ります。

研修のねらい

計画

人数

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

４６人 大学教員

研修の概要

講 師一般職員

自治研修所 ２階 ２０３研修室

【１日目】：平成２８年１２月６日（火） → 平成２８年１２月５日（月）

【２日目】：平成２８年１２月７日（水） → 平成２８年１２月６日（火）

【３日目】：平成２８年１２月１５日（木）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目以降９時３０分
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